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本年度のＳＬ銀河の運行日程（下期）をお知らせします

■車両　４両編成

■�切符の購入　全席指定のため、乗車券のほかに指

定席券が必要です。切符は、インターネット予約

サイト「えきねっと」、ＪＲ東日本の指定席券売

機、みどりの窓口などでお求めいただけます。　

※一部お取り扱いしていない箇所があります

■問い合わせ　本館観光課（緯41-3541）

　ＪＲ東日本が運行しているＳＬ銀河の運行日程

（下期）をお知らせします。下り線運行日には、花巻

駅のホームで鹿踊を演舞します。

※�新型コロナウイルス感染症拡大により、鹿踊の演

舞を中止する場合があります。公演予定は、花巻

観光協会ホームページ（https://kanko-hanamaki.

ne.jp/special/sl_ginga/index.html）で確認する

か、同協会（☎29-4522）にお問い合わせください

■�停車駅

　�花巻、新花巻、土沢、宮守、遠野、上有住、陸中

大橋、釜石

�■�����������������運行時間　

◦下り…花巻発 午前10時36分、釜石着 午後３時10分

◦上り…釜石発 午前９時57分、花巻着 午後３時19分

月 【下り】 花巻⇒釜石 【上り】 釜石⇒花巻

10月 毎週土曜日 毎週日曜日

11月 毎週土曜日 毎週日曜日

12月 ４日（土） ５日（日）
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新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ

最大20万
円を

支給しています
売り上げが減少した旅行関連事業者などが対象

国の月次支援金

市独自で個人事業者向けの
申請サポート窓口を開設します

　国では、「緊急事態措置」および「まん延

防止等重点措置」（以下「対象措置」）の影

響緩和を図るため、令和３年８月の売り

上げが減少した旅行関連事業者などを対

象に月次支援金を支給しています。申請

は、電子申請（オンライン）のみとなって

いますが、自分自身で申請することが難

しい人のための申請サポート窓口を市独

自で設置しています。

　ご自身でオンライン申請が困難な人

は、お早めにご相談ください。

■�対象　旅行関連事業者のうち市内に本

店または主な事業所を有する個人事業者

■期間　10月８月（金）～29日（金）

※木・土・日曜日を除く

■時間　午前９時30分～午後４時30分

■会場　なはんプラザ

■相談料　無料

■�予約方法[予約開始日10月６日（水）]　
➊国の月次支援金ホームページ

（https://ichijishienkin.go.jp/

getsujishienkin/）にアクセスし申請

ＩＤを取得❷登録確認機関（

▲

花巻商

工会議所

▲

花巻信用金庫

▲

東北銀行花

巻支店

▲

靍田秀治税理士事務所

▲

高橋

勝芳税理士事務所）で必要書類の事前

確認を受ける❸申請補助シートに必要

事項を記入の上、本館商工労政課（☎
41-3539）に予約

※�以前に同支援金の支給を受けた人は、
上記➊➋不要

＊�申請補助シートは、本
館商工労政課や申請サ
ポート窓口に設置して
いるほか、市ホームペー
ジに掲載しています
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■�対象　次の要件を全て満たす旅行関連事

業者（飲食・宿泊・旅客運送・自動車賃貸・

旅行代理店事業者、土産物店）など

　 �▼対象措置の影響を受けた場合 ▼令和３

年８月の売り上げが、前年同月または

前々年同月に比べ50㌫以上減少した場合

■�給付額　「基準月の売り上げ」から「対象

月の売り上げ」を差し引いた額

※�１� 基準月…令和元年または２年におけ

る対象月と同じ月

※�２� 対象月…対象措置が実施された月の

うち、前年同月または前々年同月に比べ

売り上げが50㌫以上減少した月

■�上限額　

▲

中小法人など…月額20万円

▲

個人事業者など…月額10万円

■�申請期限　10月31日（日）
【問い合わせ】�本館商工労政課（☎41-3539）

◆　◆　◆　国の月次支援金の概要　◆　◆　◆
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■�申請方法　経済産業

省が開設している

「月次支援金の申請

用ホームページ」か

ら電子申請

■�相談窓口　

◦国の電話相談窓口

　�経済産業省月次支援金申請者専用相談窓

口（☎0120-211-240）

◦国の申請サポート会場（完全予約制）

　�マリオス〔盛岡市盛岡駅前通2-9-1（☎
0120-211-240）〕

＊�個人事業主の場合は、市独自で開設して

いる申請サポート窓口の利用が可能で

す。詳しくは、上記をご覧ください

完全予約制
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　市では、若者世代の住宅取得支援のため、花

巻市空き家バンクに登録された空き家を取得

し、居住した39歳以下の人に、奨励金を交付し

ます。

■�対象となる住宅

　花巻市空き家バンクに登録されていて、自身

で居住するため令和３年４月１日以降に購入し

た空き家

■対象者　次の要件を全て満たす人

◦当該住宅の所有権登記時点で39歳以下の人

◦�当該住宅に居住している人に市税の滞納がな

いこと

◦�当該住宅に５年以上継続して居住する意思が

あること

■奨励金額　30万円

■提出書類

◦奨励金交付請求書

◦当該住宅に居住している人の住民票の写し

◦建物登記簿の全部事項証明書

◦誓約書

◦当該住宅に居住している人の納税証明書

■提出期限　

　所有権登記した日から６カ月以内

※�ただし、令和３年９月30日までに所有権登記

した人は令和４年３月31日まで

■他の補助金などとの併用

　この奨励金は、花巻市定住促進住宅取得等補

助金および花巻市子育て世帯住宅取得奨励金と

併せて交付を受けることができます。

■注意点

◦�奨励金交付後５年以内に ▼当該住宅を売却ま

たは譲渡した ▼市外へ転出した ▼提出書類に

偽りや不正があった－場合には、奨励金を返

還してもらう場合があります

◦�この奨励金は一時所得となるため、確定申告

が必要となる場合があります

空き家購入で 30 万円を交付

39 歳以下の空き家取得を応援します
【問い合わせ・申請】
�本館定住推進課（☎41-3516）


